
1．はじめに
　明治が始まった 150 年前の 1868 年（明治元
年）、武家が国を治めていた江戸時代が終わり、
港町を拠点に情報、技術、文化の移入と交流が
国策として始まった。1800 年代の末には、い
くつかの都市が国の重要港湾指定を受け、近
代港湾都市として整備され、日本の近代化を支
えた。近代国家の原動力は工業化であり、港湾
都市の多くが臨海部に工場や倉庫を造り、1世
紀にわたり重工業化を推進した。やがて、1970
年代以降、アジアNIEs 等（注 1）での工業化
の進展により、先進諸国の沿岸部での工場や倉
庫群が撤退し、都市機能の多様化に対応した土
地利用の転換が行われた。こうして生まれたの
が都市の沿岸部に展開するウォーターフロン
ト開発である。日本では 1962 年（S37）の国
策ともいえる全国総合開発計画（注 2）による
社会資本整備を進める一方で、1980 年代から

の「地方の時代」（注 3）に代表される市民意
識の高まりと共に、生活者からのまちづくり運
動が見られるようになった。
　本稿の対象とする九州最北端の街、門司港地
区（注 4）は正にこの時期、1965 年代以降、臨
海部の工場や倉庫の移転、港湾機能の停滞で地
域経済の衰退が進む中、地域振興を目的として
1985 年（S60）に「もじまちづくり 21 世紀の会」
（以下、「まちづくりの会」）が発足した。筆者
は、この会の依頼で設立後間もない時期の 2年
間に外部まちづくりアドバイザーとして 80 回
の勉強会を指導し、初動期の門司港地区の市民
構想案づくりに携わった。その後、1994 年（H6）
に北九州市都市景観条例策定のための都市計
画コンサルタントの技術士（注 5）として、門
司港地区都市景観整備地区の景観デザインの
計画調査を担当した。
　「まちづくりの会」の発足以来、既に 33 年が
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経過した現在、門司港地区の初動期の「まちづ
くりの会」が果たした役割と都市デザインへ
の参加のあり方及び外部まちづくりアドバイ
ザーの役割ついて考察する。

2．門司港地区とまちづくり活動
1）門司港地区の経緯
　門司港地区は、100 万都市、北九州市の最北
端にある九州と本州を分かつ関門海峡を北に
持つ人口 1万ほどの街である。地区は、海、山
の自然と 3世紀以来の歴史を有する和布刈（め
かり）神社から JR 門司港駅周辺の南北 2Km、
東西 0.5Km の約 100ha の区域である。130 年
ほど前の海辺は、砂浜と塩田の寒村であった
が、その立地性から国家により港湾都市とな
り併せて鉄道敷設の基点となり、やがて今日
の都市型観光地となった。街の急激な発展は、
1889 年（M22）の特別輸出港の公布から始まり、
1890 年（M23）には九州を代表する石炭の積
出港として現在の第一船だまりの築港が行わ
れ、翌 1891 年（M24）には鉄道駅が開業する。
1899 年（M32）には一般開港場ともなり、大
陸への航路を持つ港湾都市として駅につなが
る桟橋通りには商船会社や銀行等、多くの建物
が造られていった。こうした活気ある時代は半
世紀ほど続いたが、1970 年代以降、我が国で
はアジアNIEs 等の工業化の進展により、港湾
機能の停滞による業務施設の撤退とあいまっ
て門司港地区も同様に経済的衰退が見られる
ようになった。

2）まちづくり活動
　1977 年（S52）策定の第 3次全国総合開発計
画（3全総）での定住構想や 1979 年（S54）の
統一地方選挙での " 地方の時代 " への期待に加
えて、1987 年（S62）の第 4次全国総合開発計
画（4全総）の交流ネットワーク構想は、多く

の地方都市に受け入れられ、これと呼応して "
まちづくり " の用語も 1980 年代から広く使用
されるようになった。門司港地区もこうした流
れに乗るように 1985 年（S60）に地域住民や
企業等による地域振興を目的とした 100 人ほど
の「まちづくりの会」が発足し、イベントな
ど様々な取り組みが始まった。特に、1987 年
（S62）には筆者と「まちづくりの会」の主だっ
た会員で、地図を片手に " 街歩き " や泊りがけ
での " 将来の街の姿図づくり " 等を行い、同年、
西海岸整備構想を作成した。この案は、明治時
代の歴史の継承を目的とした第一船だまり残
存案（図－ 2）で、当時の市議会では埋め立て
をすることが議決されていたため、市案への反
対表明と受け止められた。その後、地域振興を
優先する考えから余儀なく市の議決に沿った
埋め立て案を作成し、公表するに到った。しか
し、その 1年後、市案は、第一船だまり残存案
を採択し、「まちづくりの会」の意向が受け入
れられ、第一船だまりを残存した現在のレトロ
構想として新たに計画された。「まちづくりの
会」での " 街歩き " や " 将来の街の姿図づくり "

図－ 1 門司港地区の位置

図－ 2 西海岸整備構想（当初の第一船だまり残存案）

1987 年（S62） 「まちづくりの会」作成
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は、今日では多用されているワークショップ方
式（注 6）であり、こうした活動を通して地域
住民の理解は深まった。特に、1/2,500 の地形
図でのスケール把握と総合計画図としてのマ
スタープラン作成作業は、街を俯瞰する都市デ
ザインの取り組みへとつながり、地域の歴史的
な建築物や自然環境の見直しは、地域資産の保
全意識の醸成へと発展し、街の歴史と自然環境
が共有の財産であることの共通認識も生まれ
た。このような活動学習によって、その後の都
市計画マスタープラン（注 7）や各種の街の構
想を容易に受け入れる下地ができあがった。
3）門司港レトロ地区
　「門司港レトロ地区」は、門司港地区の南に
位置し、第一船だまりを含む約 20ha ほどのエ
リアである。当時の自治省の「ふるさとづくり
特別対策事業」の活用により、1988 年（S63）
12 月には「門司港レトロめぐり海峡めぐり推
進事業」と名付けられた構想が国の承認を得、
1994 年度（H6）まで第 1期整備として事業が
行われ、保存活用を図る第一船だまり地区を中
心とした現在の「門司港レトロ地区」の整備が
進められた。この構想は、街に点在する港まち
の歴史を物語る各種の建築物の再生と整備、海
と山の自然の豊富な海峡プロムナードの形成

をベースに都市型観光拠点の基盤整備を進め
るものである。その後も引き続き整備が行わ
れ、門司港地区内に現存する 20 棟ほどの明治
後期から昭和中期（注 8）に造られた港湾都市
時代のレトロ建築（注 9）の再生と活用整備が
進められた。門司港レトロ地区では一部行政主
導の上物整備、レトロ推進事業を拠り所とした
ホテル、観光物産館、複合商業施設、高層マン

ションの 31 階の展望室等が整備され、現在に
到るまで整備が進んでいる。
　今では門司港レトロ地区だけで北九州市の
人口の 2倍を超える年間集客、200 万人を超え
る都市型観光地として知られるようになった。

写真－ 1 門司港の航空写真 九州市提供

表 -1 まちづくり活動の経緯
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を総合化する計画設計技術として位置づけさ
れる。都市デザインの普及は、1965 年代頃か
ら大学の都市工学科や建築学科等で教育が行
われるようになり、同時に実務の都市計画分野
で展開されていった。1970 年代当初は、都市
の総合計画（注 10）やニュータウン計画等で、
総合計画図としてのマスタープランとなる都
市デザインの必要性が求められた。今日では、
都市を形づくる分野を都市デザインといい、市
街地計画、都心部計画、都市景観、歩行者空間
等の計画や設計をその対象としている（図－ 3・

国外からも多くの観光客が、海と山の自然の中
に、憩いや潤いや、レトロの建築が持つ懐か
しさに魅かれて来訪する。今や、「九州の入口、
海峡の歴史とロマンを楽しむ港町」に生まれ変
わった（写真－ 2～－ 7）。

3．都市デザインと都市の景観
1）都市デザイン
　日本では、都市デザインの用語は、アーバン
デザインの訳として使用され、都市の物的な環
境整備を行う土地利用、交通体系、施設配置等

写真－ 2 高層マンションとホテル 2018 年撮影

写真－ 4 旧門司税関 2018 年撮影

写真－ 6 整備前 門司港第一船だまり 1987 年 筆者撮影

写真－ 3 旧大阪商船 2018 年撮影

写真－ 5 第一船だまり周りの商業施設 2018 年撮影

写真－ 7 整備後 門司港第一船だまり 1999 年 筆者撮影
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歴史について街を俯瞰する観点から、全国的に
も早い時期に住民による都市デザインへのま
ちづくりが進められた。こうした取り組みに弾
みをつけるため 1994 年（H6）には、関門地域
を対象に都市デザインの専門家（注 11）によ
る公開シンポジュウム「海峡都市の文化を語
る」が行われ、「まちづくりの会」の会員と共
に都市デザインのあり方が論議された。
2）都市の景観
　北九州市では、1974 年（S49）策定の「北九
州市総合計画」（注 12）以来、一貫して「都市
の景観」を都市整備の主要施策の一つとして
様々な計画を進め、1984 年（S59）に政令都
市では全国で 3番目に都市景観条例を公布し、
1986 年（S61）に都市景観整備地区 4地区のう
ちの 1 つに門司港地区を指定した。都市の景
観は、街の顔（イメージ）を有するため 1985
年代以降、多くの都市で都市景観条例がつく
られた。この景観条例は罰則のない、お願い
条例であることから 2004 年（H16）に「景観
法」（注 13）が創設され、本格的に都市の顔と
しての景観形成が、実効性と法的強制力を持つ
こととなった。今日では、都市や地区の景観
は、住民共有の財産として日本の多くの都市で
様々な景観向上の取り組みが行われている。門
司港地区の景観条例が制定されて既に 32 年が
経ち、景観が都市の財産であることが地域住民
に広く知られるようになった。景観は、その都
市の市民の個性の表れであり、市民が親しみや
美しさを感じ、そして都市に誇りを持てること
が、健全な都市の姿として、その表出が重要と
言えるからである。都市の景観の創出は、都市
の全体から地区へ、地区から街区へと段階的な
展開もある。あるいは、住民の身近なスケール
での景観との関わり方、たとえば看板や樹木の
扱い、夜間と昼間の照明景観のあり方、個別の
建築物の色彩等への関わり方も挙げられる。し
かし、最も大切なことは、都市や地区や街区に
ふさわしい都市の景観は、都市財産であり、都
市の誇りとなり、それこそが市民の理解につな
がる。そのためには市民の多様な計画参加が極
めて重要となる。

図－ 4）。
　他方、地域住民の立場からすれば、都市全体
のデザインや都市像は把握しがたい面もある
ものの身近な小学校区や中学校区を対象とし
て、街の将来の姿を考えることは成熟した市民
社会の中から当然のこととして起こってきた。
このため 1992 年（H4）の都市計画法に「都市
計画マスタープラン」として住民参加による都
市づくりが制度化された。門司港地区の都市デ
ザインは、海と山の自然環境を基調とし、そこ
に歴史的な建築物の活用を図る計画論の展開
であり、その過程で地域住民の意向を介在さ
せ、行政との協同によって誇りの持てる地区づ
くりを進めるものである。
　門司港地区の街の将来像を「まちづくりの
会」の会員と共に論議した 1987 年（S62）は、
市街地の再生や都市の絵姿や歩行者目線での
街のありように加え、門司港地区が持つ自然と
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得て 1/2,500 の地形図に " 将来
の街の姿図 " を描き、門司港の
西海岸整備構想を立案した。そ
の構想は、その後の市の施策と
現在の門司港地区の都市型観光
地形成へ少なからず影響を与え
たと考えられる。当時は、行政
計画での街の絵となるマスター
プランの活用は少なく、市の総
合計画は文言が主流で " 都市計
画マスタープラン " のような街
の構想図がないことが通常で
あった。「まちづくりの会」の
門司港地区のマスタープラン的
な西海岸整備構想の提案は、初
めて将来像を示した「まちづく
りの会」が果たした役割は大き
いといえる。
②都市デザインの参加のあり方
　都市デザインの対象は、既に
見たように市街地計画、都心部
計画、都市景観、歩行者空間等
があるが、門司港地区では街の
特性から「まちづくりの会」で
は 1986 年（S61）の都市景観整
備地区指定以来、景観の表出に
ついて検討されてきた。都市の
景観づくりは、多くは専門家が
計画し、行政施策として周知、
活用される領域であるが、「ま
ちづくりの会」の外部アドバイ
ザーと共に取り組んだ活動は、

" 街歩き " を通して歩行者目線から明治、大正、
昭和中期の建築物の発掘を行い、街の資源と、
これを拠り所として景観づくりの活動が進め
られた。こうした即地的な活動は、その後の景
観条例の円滑な受皿となり、「まちづくりの会」
が行った都市デザインへの参加あり方は、先駆
的な意味があったといえる。
③外部まちづくりアドバイザーの役割
　「まちづくりの会」の活動を支援した外部ま
ちづくりアドバイザーは、近年知られるように
なったアドボカシープランナー（注 15）とし

　今から 85 年も前の 1933 年（S8）、CIAM（近
代建築国際会議）の「ラ・サラ宣言」（注 14）
では都市の機能は、「住居」、「余暇」、「労働」、「交
通」の 4つを挙げたが、今日では人の心を動か
す機能を持つ「景観」を加えることも可能とい
える。

4．まとめ
①「まちづくりの会」が果たした役割
　今から 33年前の 1985 年（S60）に発足した「ま
ちづくりの会」は、外部アドバイザーの参画を

しい都市の景観は、都市財産であり、都市
の誇りとなり、それこそが市民の理解につ
ながる。そのためには市民の多様な計画参
加が極めて重要となる。 
 
今から 85 年も前の 1933 年（Ｓ8）、ＣＩ

ＡＭ（近代建築国際会議）の「ラ・サラ宣
言」（注 14）では都市の機能は、「住居」、
「余暇」、「労働」、「交通」の 4 つを挙げた
が、今日では人の心を動かす機能を持つ
「景観」を加えることも可能といえる。 
 

4．まとめ 
①「まちづくりの会」が果た
した役割 
今から 33 年前の 1985 年

（Ｓ60）に発足した「まちづ
くりの会」は、外部アドバイ
ザーの参画を得て1/2,500の
地形図に“将来の街の姿図”
を描き、門司港の西海岸整備
構想を立案した。その構想は、
その後の市の施策と現在の
門司港地区の都市型観光地
形成へ少なからず影響を与
えたと考えられる。当時は、
行政計画での街の絵となる
マスタープランの活用は少
なく、市の総合計画は文言が
主流で“都市計画マスタープ
ラン”のような街の構想図が
ないことが通常であった。
「まちづくりの会」の門司港
地区のマスタープラン的な
西海岸整備構想の提案は、初
めて将来像を示した。「まち
づくりの会」が果たした役割
は大きいといえる。 
②都市デザインへの参加の
あり方 
都市デザインの対象は、既

に見たように市街地計画、都
心部計画、都市景観、歩行者
空間等があるが、門司港地区

では街の特性から「まちづくりの会」では
1986 年（Ｓ61）の都市景観整備地区指定以
来、景観の表出について検討されてきた。都
市の景観づくりは、多くは専門家が計画し、
行政施策として周知、活用される領域である
が、「まちづくりの会」の外部アドバイザー
と共に取り組んだ活動は、“街歩き”を通し
て歩行者目線から明治、大正、昭和中期の建
築物の発掘を行い、街の資源と、これを拠り
所として景観づくりの活動が進められた。こ
うした即地的な活動は、その後の景観条例の

図－5 土地利用現況 筆者作成 図－6 建物立地現況 筆者作成 

図－8 景観全体像 筆者作成 図－7 将来の景観構造 筆者作成 
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進事業」が採択された以降の使用。
注 5	 技術士：技術士法に定められた資格者　

建設部門の都市及び地方計画の分野
注 6	 ワークショップ方式：都市計画の分野で

は、住民参加による街歩きや街の将来
像づくりに住民自らが参加するボトム・
アップの方式で、改正都市計画法が施行
された 1992 年（H4）頃から活用された。

注 7	 都市計画マスタープラン：1992 年（H4）
の都市計画法の改正で規定された「市町
村の都市計画に関する基本的な方針」を
いう。地域住民参加による地区の将来像
づくりを目的とする。

注 8	 明治後期から昭和中期：1900 年前後か
らその後の 40 年ほどの間

注 9	 レトロ建築：回想、回顧的な建築物で、
概して明治、大正、昭和初期頃までの建
物をいう。

注 10	 都市の総合計画：地方自治法に準拠した
「市町村の基本構想」。2011 年にこの条
項は削除され、基本構想の作成は、地方
自治体の判断に委ねられた。

注 11	 都市デザインの専門家：1991 年に設立
された都市環境デザイン会議会員をさ
す。東京に本部を置く日本学術会議協力
学術研究団体で、都市計画、造園設計等
の都市環境デザインの専門家。筆者も会
員で、当時、全国会員参加のシンポジュ
ウムを誘致、統括する立場にあった。

注 12	 北九州市総合計画：地方自治法に準拠し
た「市町村の基本構想」

注 13	 景観法：2004 年公布の景観に関する法
律。良好な景観を国民共有の資産と認
め、整備と保全を図る法律。

注 14	 CIAMの（近代建築国際会議）「ラ・サ
ラ宣言」：1928 年に設立された建築家の
国際的な連合組織。「ラ・サラ宣言」で
唱えられた 4つの都市機能で 1933 年に
提唱した。

注 15	 アドボカシープランナー：住民側の立場
から計画提案や活動の助言を行う専門
技術者。

て、地域住民にまちづくりの活動視点と活動の
方法を示す役割を担った。それは、フィールド
ワークでの街の資源としての歴史的な建築物
の見直しと評価を与えたこと、街を俯瞰する "
将来の街の姿図づくり " でのアーバンデザイン
の展開を行ったこと等を通して「まちづくりの
会」の活動学習の支援者となった。

　門司港地区は、初動期のまちづくり活動によ
り地区のあり方が模索され、地域に根ざしたア
ドボカシープランナーの支援により、全国的に
も早い時期に都市デザインとしての都市景観
の重要性が住民に理解された。門司港レトロ地
区を中核とした都市型観光地は、地域資源の有
効な活用やこれを題材とした新たな魅力付け
にあるが、地域住民の主体的で継続的な参加と
行政や専門家の参加が極めて重要であること
が分かった。今後の門司港地区は、地域住民の
主体性と継続性のあるまちづくり活動を通し
て、意図された都市デザインがやがて海と山の
自然環境を基調とした風景になるような展開
が求められている。これらは年間 200 万人を迎
える都市型観光地形成の今日的課題でもある。

追記
　本論文は、2017 年 3 月 22 日に筆者が、韓国
釜山大学校建築学部で行った都市デザインの
講演と韓国建築学会依頼論文を元にして新に
全面的な書き替えを行ったものである。

【補注】
注 1	 NIEs 等：Newly	Industrializing	Economies　

新興工業経済地域等
注 2	 全国総合開発計画：国土総合開発法によ

る計画で、第 1次全国総合開発計画（1
全総）とも言われる。

注 3	 地方の時代：地方自治体の自主的分権制
による政策運営を唱え、統一地方選挙の
前年、1978 年頃から使用された用語。

注 4	 門司港地区：本稿では門司港地区と門司
港レトロ地区を使い分けている。門司港
レトロ地区の名称は、1988 年（S63）12
月に「門司港レトロめぐり海峡めぐり推
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